
 

白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

文化財保護法の一部改正に伴い、文化財としての価値に鑑み保存及び

活用のための措置が特に必要とされるものを市登録文化財として登録

し、文化財の保存活用の促進を図るため、本条例を一部改正するもので

ある。 

 

２ 改正の概要 

⑴ 第６条関係 

文化財保護審議会の所掌事項に登録文化財を追加する。 

⑵ 第１２条関係 

文化財の市登録に関する手続について定める。  

⑶ 第１４条関係 

文化財の市登録の抹消に関する手続について定める。 

⑷ 第１５条関係 

管理義務及び管理責任者について登録文化財に関して追加する。  

⑸ 第１６条関係 

届出事項について登録文化財に関して追加する。 

 ⑹ 第１９条関係 

市登録文化財の現状変更行為の届出について定める。  

 ⑺ 第２１条関係 

公開に関する教育委員会からの勧告や承認について登録文化財に関

して追加する。 

 ⑻ 第２２条関係 

管理者から文化財の状況に関する報告について登録文化財に関して

追加する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 


